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１　月　の　競　輪　開　催　日　程

函　館 　　　　休　止
青　森 　　　　休　止
いわき平 〔2～ 4〕（22 ～ 24）
弥　彦 　　　　休　止
前　橋 （12 ～ 14）〔20～ 22〕
取　手 （1 ～ 3）〔19 ～ 21〕
宇都宮 （12 ～ 14）（19 ～ 21）
大　宮 （15～ 18）
西武園 （8 ～ 10）（24 ～ 26）
京王閣 〔1～ 3〕〔9～ 11〕
立　川 （4～ 7）（27 ～ 29）
松　戸 （27～ 30）
千　葉 （5 ～ 7）（12 ～ 14）
川　崎 （15 ～ 17）
平　塚 （1 ～ 3）〔21 ～ 23〕
小田原 （5 ～ 7）〔12 ～ 14〕

伊　東 〔12/31 ～ 2〕（19 ～ 21）
静　岡 〔8～ 10〕（23 ～ 25）
豊　橋 〔12～ 14〕
一　宮 （15 ～ 17）（19 ～ 21）
名古屋 〔1～ 3〕（27 ～ 29）
岐　阜 （22 ～ 24）
大　垣 （8 ～ 10）（12 ～ 14）
松　阪 （1～ 3）〔19 ～ 21〕（25 ～ 27）
四日市 〔ナ 5～ 7〕〔ナ 12 ～ 14〕
富　山 　　　　休　止
福　井 　　　　休　止
大　津 〔19～ 21〕（27 ～ 29）
奈　良 （15 ～ 17）
向日町 〔12～ 14〕（22 ～ 25）
和歌山 （8～ 11）（30 ～ 2/1）
岸和田 〔1～ 3〕（19 ～ 21）

玉　野 （1 ～ 3）
広　島 （2 ～ 4）（19 ～ 21）
防　府 〔12～ 14〕（27 ～ 29）
高　松 （12 ～ 14）（19 ～ 21）
観音寺  　　　　休　止
小松島 〔19～ 21〕
高　知 〔1～ 3〕（12 ～ 14）
松　山 （ナ 8 ～ 10）（ナ 15 ～ 17）〔ナ 23～ 25〕
小　倉 （M14・15）〔ナ 19～ 21〕〔ナ 26 ～ 28〕
別　府 〔1～ 3〕
武　雄 （19 ～ 21）（27 ～ 29）
佐世保 （8 ～ 10）（12 ～ 14）
久留米 （12/31 ～ 2）（12 ～ 14）
熊　本 （15 ～ 17）（22 ～ 24）

（注） １.　太字は F Ⅰ以上の開催を表す。（〔　〕はＦ Iを表す）
 ２.　太字のナはナイター競輪を表す。
 ３.　小倉１月 14 ～ 15 日（FⅡ）のMはミッドナイト競輪の実施を表す。

今月のトピックス

（写真提供　共同通信社）

◇第52回朝日新聞社杯競輪祭（GⅠ）決勝成績◇
＝ 12 月５日小倉 11R・先頭固定競走 2425m＝

▽決め手＝まくり ▽ 2 枠複❶－❹ 　1,170 円⑤
 ▽ 2 車単①－④ 　4,150 円⑲
 ▽ 3 連単①④⑧ 10,600 円 ⑲

着
順
枠
番
車
番

登
録
上がり
着  差

今回
成績

年
令選手名

 １ ❶ ① 海老根恵太 33 千葉 11秒５ ❹③③
 ２ ❹ ④ 新田　祐大 24 福島 1/4輪 ②①①
 ３ ❻ ⑧ 岡部　芳幸 40 福島 3/4身 ②②②
 ４ ❷ ② 市田佳寿浩 35 福井 １身1/2 ❸❽②
 ５ ❺ ⑦ 山口　富生 40 岐阜 ２身 ❷❻③
 6 ❺ ⑥ 飯嶋　則之 32 栃木 1/2輪 ②①③
 ７ ❸ ③ 深谷　知広 20 愛知 3/4身 ①②①
 ８ ❹ ⑤ 村上　博幸 31 京都 3/4身 ❶❺②
 ９ ❻ ⑨ 村上　義弘 36 京都 ２身 ❶❹①

◆海老根恵太が優勝　第 52 回朝日新聞社杯競輪祭
　第 52 回朝日新聞社杯競輪祭（GⅠ）決勝戦は 12月 5日
小倉競輪場で行われ、海老根恵太（千葉）が優勝、賞金
2690 万円（副賞含む）を獲得した。海老根の GⅠ制覇は
09 年 7月の「寛仁親王牌」に次いで 2度目。12月30日に
開催される「KEIRINグランプリ2010」の出場権も獲得した。
2着には新田祐大（福島）、3着には岡部芳幸（福島）が入った。

◆S級 S班選手決まる
　平成 23 年 S 級 S 班選手の18人が以下の通り決定した。
適用期間は平成 22 年 12月27日から平成 23 年 12月26日
まで。
　村上博幸（86 期　京都）、平原康多（87 期　埼玉）、市
田佳寿浩（76 期　福井）、佐藤友和（88 期　岩手）、山崎
芳仁（88 期　福島）、海老根恵太（86 期　千葉）、村上義弘（73
期　京都）、武田豊樹（88 期　茨城）、伏見俊昭（75 期　
福島）、山口幸二（62 期　岐阜）、神山雄一郎（61期　栃木）、
坂本亮馬（90 期　福岡）、佐藤慎太郎（78 期　福島）、成
田和也（88 期　福島）、大塚健一郎（82 期　大分）、新田
祐大（90 期　福島）、加藤慎平（81期　岐阜）、兵藤一也（82
期　群馬）

◆「ミッドナイト競輪」を開催
　小倉競輪場では、平成 23 年 1月から3月にかけて「ミッ
ドナイト競輪」を開催する。インターネット利用者に気軽に
競輪を楽しんでもらえるよう、ナイター開催終了後の時間帯
（概ね 21時～ 23 時 30 分）にネットバンク会員（ジャパンネッ
ト銀行、楽天銀行）のみに限定して車券を販売する。
　開催日程は次の通り。平成 23 年 1月14日（金）、15日（土）、
2月4日（金）、5日（土）、3月4日（金）、5日（土）、11日（金）、
13日（土）
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■平成 22・11・11 製第 2号
　平成 22 年 11 月 22 日

財団法人 JKA　会長　下重　暁子　殿
経済産業大臣　大畠　章宏

「競輪に係る業務の方法に関する規程」変更の認可について

　平成 22 年 11 月 9 日付け 22JKA総務第 59 号をもって申請のありました上記の件については、自転車競技法第 26 条第 2
項の規定に基づき、認可します。

認可

『競輪に係る業務の方法に関する規程』新旧対照表

改　正　案現　　行

附録第１（第 81 条関係）
競走得点及び評価点算定の方法

１　この付録において使用する用語の定義は、次の各号に掲げると
ころによる。
（１）期間出走回数とは、選手が審査期において競走に出走した回

数をいう。（第３項第１号、第２号及び第４号に規定する競
走得点計算の対象としない競走並びに第６項の規定により出
走したものとみなす競走の回数を含む。）

（２）評価点算定最低出走回数とは、選手の競走成績を審査する上
で最低限出走すべき回数として、その審査期において開催が
予定されている競輪の種類及び回数を基に予測される選手の
期間出走回数の平均の５分の３程度となるように、Ｓ級１班
及びＳ級２班、Ａ級１班及びＡ級２班並びにＡ級３班それぞ
れについて本財団が別に定めた回数をいう。

（３）競走得点対象出走回数とは、第２項の規定により競走得点を
付与された競走の回数をいう。

（４）修正用基準点数とは、競走に出走したものとみなして競走得
点の代わりに以下のとおり級班ごとに付与する点数をいう。
ア　Ｓ級１班　　97 点
イ　Ｓ級２班　　85 点
ウ　Ａ級１班　　79 点
エ　Ａ級２斑　　69 点
オ　Ａ級３班　　61 点

２　選手の競走の着順ごとの競走得点の算定は、前項第４号の修正
用基準点数を基に本財団が競走ごとに別に定めるレース平均点を
当該競走において第５着となるべき選手の競走得点とし、これを
基準として、これより上位の着順の選手の競走得点は、着順差１
につき、順次２点を加え、下位の着順の選手の競走得点は、着順
差１につき、順次２点を減じて得たものとする。

附録第１（第 81 条関係）
競走得点及び評価点算定の方法

１　同　　左

（１）同　　左 

（２）同　　左

（３）同　　左 

（４）修正用基準点数とは、競走に出走したものとみなして競走得
点の代わりに以下のとおり級班ごとに付与する点数をいう。
ア　Ｓ級１班　　97 点
イ　Ｓ級２班　　85 点
ウ　Ａ級１班　　79 点
エ　Ａ級２斑　　70 点
オ　Ａ級３班　　61 点

２　出走した選手の着順ごとの競走得点の算定は、次による。
（１）概定番組上、当該競走に出場する選手の数が奇数であるとき

は、前項第４号の修正用基準点数を基に本財団が競走ごとに
別に定めるレース平均点（以下「平均点」という。）をその
競走の中間の着順の得点として、これより上位の着順の得点
は、着順差１につき、順次に２を加え、下位の着順の得点は、
着順差１につき順次に２を減じて得たものとする。

（２）概定番組上、当該競走に出場する選手の数が偶数であるとき
は、その競走の中間にあたる２つの着順のうち、上位の着順
の得点は、平均点に１を加えて得たものとし、これを基準と
して、これより上位の着順の得点は、着順差１につき順次に
２を加えて得たものとする。また、その競走の中間にある２
つの着順のうち、下位の着順の得点は、平均点から１を減じ
て得たものとし、これを基準として、これより下位の着順の
得点は、着順差１につき順次に２を減じて得たものとする。

附　則
　この規程は、経済産業大臣認可の日から施行する。ただし、改
正後の附録第１の第１項第４号の規定は平成 23 年後期対象期の競
走の成績の審査から適用するものとする。
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登録事項の変更
（22JKA指導第 1号の 8　平成 22 年 11 月 26 日）

選　手

 登録番号 氏　　名 登録番号 氏　　名
 13200 山本　貴士 13628 石毛　克幸
 14158 本間　慎吾 14165 藤巻　和大
 14490 永田　隼一

同
（22JKA指導第 1号の 9　平成 22 年 12 月 3 日）

県内移動（5名） 適用日　平成 22 年 12 月 8 日 

 登録番号 氏　　名 登録番号 氏　　名
  9984 望月　克訓 12948 小林　潤二
 13852 五十嵐　力 14628 荘田　竜斗
 14720 橋　広大

同
（22JKA指導第 1号の 10　平成 22 年 12 月 10 日）

県内移動（5名） 適用日　平成 22 年 11 月 24 日 

 登録番号 氏　　名 登録番号 氏　　名
 12671 滝川　秀嗣 13940 宮内　貴司
 14420 西野　真弘 14543 栗駒　匡樹

県内移動（4名） 適用日　平成 22 年 12 月 1 日 

登録消除
（22JKA指導第 1号の 9　平成 22 年 12 月 3 日）

（1名） 登録消除日　平成 22 年 11 月 30 日

 神奈川 10303 16481 A3 菅野　浩司

 府　県 登録番号 先頭誘導選手認定番号 級班 氏　　名

（注）適用条項は登録規則第 20 条 1 号

同
（22JKA指導第 1号の 10　平成 22 年 12 月 10 日）

（1名） 登録消除日　平成 22 年 12 月 2 日

 山口 11730 12260 A3 種田　健次

 府　県 登録番号 先頭誘導選手認定番号 級班 氏　　名

（注）適用条項は登録規則第 20 条 1 号

（1名） 登録消除日　平成 22 年 12 月 6 日

 神奈川 11491  A3 岡本　隆広

 府　県 登録番号 先頭誘導選手認定番号 級班 氏　　名

（注）適用条項は登録規則第 20 条 1 号

同
（22JKA指導第 1号の 11　平成 22 年 12 月 17 日）

 登録番号 氏　　名
 13292 西本　　龍

県外移動（1名） 適用日　平成 22 年 12 月 15 日 

 登録番号 氏　　名 登録番号 氏　　名
 14271 寺田　信彦 14289 羽石　国臣
 14305 大谷　靖茂 14306 近藤　良太
 14323 連佛　康浩 14727 川嶋　健介
 14752 竹内　雄作

県内移動（7名） 適用日　平成 22 年 12 月 15 日 

特別昇級
（22JKA指導第 1号の 11　平成 22 年 12 月 17 日）

（3名） 

13829　青森　伸也（福島）　87 期　33 才
新級班

S2 H22.12.13
22 年後期
 ～

23 年後期
レインボーカップA級ファイナル

1着

昇級適用日 適用期 事由

14599　松岡　篤哉（岐阜）　97 期　28 才
新級班

S2 H22.12.13
22 年後期
 ～

23 年後期
レインボーカップA級ファイナル

2着

昇級適用日 適用期 事由

14141　中川　貴徳（栃木）　91 期　26 才
新級班

S2 H22.12.13
22 年後期
 ～

23 年後期
レインボーカップA級ファイナル

3着

昇級適用日 適用期 事由
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特別昇班

（22JKA指導第 1号の 10　平成 22 年 12 月 10 日）
（1名） 

11/21～ 11/23
小田原
1.1. ①

12/1～ 12/3
前橋
1.1. ①

14582　平原　啓多（埼玉）　97 期　25 才
新級班

A2 H22.12.4
22 年後期
 ～

23 年後期

11/10～ 11/12
伊東
1.1. ①

昇班適用日 適用期 達成までの優勝記録

 府県 認定番号 登録番号 氏　　名
 宮城 19050 13606 細川　陽介
 神奈川 19051 12874 田中　時忠
 〃 19052 13110 法月　成祐
 〃 19053 14520 伊藤　彰規
 〃 19054 14521 柁原　翔太
 〃 19055 14523 東　龍之介
 〃 19056 14524 松谷　秀幸
 〃 19057 14525 三ッ井　武
 〃 19058 14526 渡辺　　馨
 愛知 19059 14244 北川　貴之
 徳島 19060 12311 山本幸二郎
 佐賀 19061 14268 山口　貴弘
 大分 19062 14561 橋　義秋

先頭誘導選手の認定・認定更新・認定抹消
（22JKA指導第 1号の 8　平成 22 年 11 月 26 日）

認定（13 名） 認定年月日　平成 22 年 12 月 1 日

認定更新（127 名） 更新年月日　平成 22 年 12 月 1 日

 府県 認定番号 登録番号 氏　　名
 北海道 16807 10840 俵　　信之
 〃 16149 12783 平澤　秀信
 〃 17576 13901 山田　敦也
 青森 17577 10375 栁谷　　聡
 〃 17578 11090 澤　　隆昌
 〃 17579 11333 小原　則夫
 〃 17580 12786 佐藤　康紀
 〃 17581 12788 棟方　次郎
 岩手 17583 12257 角掛　徹雄
 〃 17584 12338 佐々木一昭
 秋田 16151 12065 佐々木賢一
 福島 18605 10167 房州　俊一
 〃 18606 10966 宮下　竜司
 〃 18183 11774 三輪　浩一
 〃 18611 13533 佐藤愼太郎
 茨城 11084 10384 出澤　則夫
 栃木 18612 13397 鈴木龍之介
 群馬 17592 12498 赤石　　聡
 埼玉 17593 10986 黄金井　憲
 〃 11791 10987 丸山　敏浩
 〃 11792 10988 三上　　亨
 〃 11799 11115 田淵　浩一
 〃 16814 13176 早川　成矢

同
（22JKA指導第 1号の 11　平成 22 年 12 月 17 日）

（3名） 

14587　鈴木　謙二（東京）　97 期　25 才
新級班

A2 H22.12.12
22 年後期
 ～

23 年後期
レインボーカップチャレンジファイナル

1着

昇班適用日 適用期 事由

14630　利根　正明（大分）　97 期　21 才
新級班

A2 H22.12.12
22 年後期
 ～

23 年後期
レインボーカップチャレンジファイナル

2 着

昇班適用日 適用期 事由

14680　増原　正人（広島）　98 期　27 才
新級班

A2 H22.12.12
22 年後期
 ～

23 年後期
レインボーカップチャレンジファイナル

3着

昇班適用日 適用期 事由

出場あっせん保留
　「競輪に係る業務の方法に関する規程」に基づき、下
記のとおり決定しました。
 （22JKA指導第 26 号　平成 22 年 12 月 10 日）
（1名）

府県級班

 A1 愛知 14391 伊藤　将志 あっせん保留
平成 22 年 12 月 10 日付

業務規程
第 134条
第 1項
第 3号及び
同第 4号

番号 氏名 あっせん保留 適　条
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 愛知 14252 10435 佐藤　嘉修
 〃 17630 10642 青木　佳辰
 〃 17631 10643 家田　剛資
 〃 14253 10894 細川　貴雄
 〃 18614 11619 疋田　　敏
 〃 13104 11807 内田　新二
 〃 17633 12594 米山　浩二
 〃 17634 12893 吉野　　猛
 〃 17636 13042 渡邊　　健
 〃 17637 13262 杉本　達哉
 岐阜 17642 11273 浮田　　朗
 〃 14816 11699 日比野敏行
 〃 12457 11700 古田　義広
 〃 13106 12112 冨岡　健一
 〃 13695 12451 若原　英伸
 〃 14255 12518 加藤　　学
 〃 17644 13479 田中　秀治
 〃 17645 13721 辻　　善久
 福井 17647 12215 大和田　学
 〃 14818 13047 田中　俊充
 滋賀 17648 12744 岡田　裕康
 〃 18617 14310 三谷　政史
 京都 16837 12602 吉村　文隆
 〃 15549 13279 毛利　昇平
 大阪 17649 10450 島岡　兼治
 〃 11105 10782 青木　啓晃
 〃 17650 11399 山　眞二
 〃 17651 12290 小西　芳樹
 〃 14258 12375 田　尚作
 〃 16838 12529 木本　賢二
 〃 17652 13129 原田　　隆
 〃 17653 13206 岡﨑　和久
 岡山 11115 10794 畑島　省吾
 〃 17654 11298 加藤　章司
 〃 14821 11643 豊田　知之
 〃 16839 11722 福谷　延之
 〃 17655 12908 丹波　福道
 〃 17656 13736 榊原　　洋
 広島 18618  9153 三好　恵三
 山口 12462 10920 村上　清隆
 〃 18619 14324 内村　竜也
 香川  9217  9325 船場　博之
 〃 17657 12615 井元　秀典

 東京 17598 10994 大城　斉人
 〃 17603 12427 山　　聡
 〃 17606 13023 吉田　英二
 神奈川  9196  9283 小松　政則
 〃 12446 10513 郡司　盛夫
 〃 14812 10634 山田　英伸
 〃 11091 10749 久保　俊高
 〃 11092 10750 小島　壽昭
 〃 11093 10751 村松　　昇
 〃 11820 11255 小林　　覚
 〃 11822 11257 原　史知
 〃 17610 11363 佐々木龍也
 〃 17612 11494 佐久間広和
 〃 16824 11610 関根　幸夫
 〃 17613 11685 織茂　和彦
 〃 17614 11800 三住　博昭
 〃 17616 12004 出口　眞浩
 〃 17617 12005 藤田　和彦
 〃 14248 12062 野井　正紀
 〃 17618 12091 金井　　充
 〃 13098 12094 藤田　　進
 〃 17620 12279 勝俣　浩一
 〃 13688 12434 加藤　　剛
 〃 14250 12733 平野　武志
 〃 17622 12819 齊藤　竜也
 〃 16826 12880 北澤　育夫
 〃 17623 12965 成田　健児
 〃 14813 13030 梶山　大輔
 〃 14814 13031 木村　　讓
 〃 14815 13032 福間　　力
 〃 16827 13108 小林　大介
 〃 17624 13187 本間　健士
 〃 16828 13243 秦　　修司
 〃 15542 13322 青木　貴之
 〃 16829 13470 畠山　裕行
 〃 17625 13703 神子　卓也
 〃 16830 13707 沼田淳一郎
 〃 16831 13709 山下　貴之
 〃 18613 13903 川崎　健次
 〃 17626 13943 岡崎　泰郎
 〃 17627 13946 吉田輪太郎
 愛知 17628 10100 内村　文彦
 〃 17629 10197 鵜飼　弘明
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 〃 16160 13587 船曳　義之
 徳島 14823  9801 武市　和明
 〃 15546 10802 三木　輝明
 〃 17658 11058 中川　卓治
 〃 17659 12986 近藤　直幹
 〃 17660 13964 高田　大輔
 愛媛 17661 11431 梶應　弘樹
 〃 17662 13286 渡部　晃久
 福岡 15556 12316 今泉　浩二
 〃 14265 12623 田中　福徳
 〃 18621 14334 倉　俊宏
 長崎 15559 13373 松尾　　誠
 大分 13120 12148 石川　知晃
 〃 18190 14118 佐藤　力彦
 熊本 16846 11665 倉岡慎太郎
 〃 18193 11955 岩村　勝利
 〃 18194 12251 河﨑　公博
 〃 18195 12553 松村　政治

認定抹消（21 名） 抹消年月日　平成 22 年 12 月 1 日

 府県 認定番号 登録番号 氏　　名
 山形 17586 12936 栗田　伸也
 福島 18607 11092 風間　早志
 〃 18608 11138 普津澤利幸
 〃 18181 11214 小室　道
 〃 13696 12481 加藤　昌和
 〃 18609 12711 小針　　豊
 〃 17588 12938 鈴木　規純
 福島 18184 13089 中島　真人
 〃 18185 13388 桑　由昇
 栃木 18187 12794 宇賀神浩幸
 東京 17600 11240 市原　正巳
 神奈川 16823 11490 上田　康雅
 〃 13687 11491 岡本　隆広
 愛知 18615 12739 左京　源皇
 岐阜  9891  9883 西田　　悟
 滋賀 18616 14309 水谷　好宏
 福岡 18620 11854 紫原　政文
 熊本 12479  9924 岸本　元也
 〃 18191 10250 田　淳二
 〃 18192 11554 日野　重信
 沖縄 18189 14110 廣川　泰昭

平成22年度第 2回競輪選手資格検定実施要綱
平成 22 年 12 月 13 日

財団法人 JKA

　この要綱は、財団法人 JKAが行う競輪選手資格検定
に関し、必要な事項を定める。
　1. 受検資格
　　　平成 23 年 5 月 1 日現在満 16 才以上の者
　　 ただし、次の各号の一に該当する者は受検するこ
とができない。

　　　（1 ）禁固以上の刑に処せられ、その執行を終り、
又は執行を受けることがなくなった後 3年を
経過しない者

　　　（2 ）自転車競技法の規定に違反して罰金に処せ
られ、その執行を終り、又は執行を受けるこ
とがなくなった後 3年を経過しない者

　　　（3） 　「競輪審判員、選手および自転車登録規則」
第 21 条第 1 号から第 3 号までの一に該当す
ることにより登録を消除されてから 3年を経
過しない者

　2. 登録申請手続
　　 　財団法人 JKAの定める選手登録申請書に次の書
類及び受検料として、4,500 円（消費税込み）を添
えて、財団法人 JKAに申請する。

　　　（1）住民票記載事項の証明書
　　　（2） 写真 4 枚（縦 3.6 センチメートル・横 2.4 セ

ンチメートル脱帽上半身）

　3. 受付期間
　　 　登録申請書の受付は、次の期間内に財団法人
JKAにおいて行う。

　　　　　平成 23 年 1 月 20 日（木）から
　　　　　平成 23 年 2 月 1 日（火）まで
　
　4. 資格検定の期日、場所及び検定科目
　　　（1） 平成 23 年 3 月 7 日（月）から 3月 10 日（木）

まで
　　　（2）日本競輪学校
　　　　　（静岡県伊豆市大野 1827）
　　　　　電話　0558（79）0111 ㈹
　　　（3）検定科目
　　　　　ア . 学力検定
　　　　　　（ア）自転車競技法及び同法施行規則
　　　　　　（イ） 競輪審判員、選手および自転車登録

規則
　　　　　　（ウ） ○○県自転車競走実施規則に関する

ガイドライン
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自 転 車
登録更新

　下記のとおり本財団登録自転車の登録を更新しました。
（22JKA競運第 79 号　平成 22 年 11 月 29 日）

昭和 56 年
1 月 1 日

初年度
登録日

2. 自転車の種類及び規格並びにその特徴
　　　　　競走車安全基準に適合する自転車　　　　
　　　　　（ラグ付きフレームのみ）
3. 登録有効期間
　　　　　平成23年 1月 1日から平成25年 12月 31日まで

1. 登録更新自転車

登録番号

第 196 号 ジオラマ
有限会社 牧田工房
取締役 牧田　晃喜
静岡県富士市大渕 2213 番地の 77

商標 製造業者の氏名・住所

ジオラマ

̶ヘッドマーク̶

登録証記載事項の変更
　「競輪審判員、選手及び自転車登録規則」第 4条に基
づき、下記の通り変更しました。

（22JKA競運第 80 号　平成 22 年 12 月 8 日）

1. 登録番号及び商標
 第 178 号　シマザキ
2. 製造業者
 有限会社シマザキ
 東京都八王子市日吉町 13-23
3. 変更事項（代表者）
 （旧）嶋﨑　賢一
 （新）嶋﨑　幸
4. 変更日
 平成 22 年 12 月 8 日

　　　　　　（エ） ○○県自転車競走競技規則に関する
ガイドライン

　　　　　　（オ）競輪に係る業務の方法に関する規程
　　　　　　（カ）自転車の構造・機能に関する理論
　　　　　　（キ）スポーツに関する医学的知識
　　　　　　（ク）一般教養
　　　　　イ . 技能検定
　　　　　　（ア）1,000 メートル独走
　　　　　　（イ） 400メートル助走後における200メー

トル独走
　　　　　　（ウ）走行技能
　　　　　　（エ）自転車の整備技能
　　　　　ウ . 人物検定
　　　　　　口頭試問により行う
　　　　　エ . 身体検査

　5. 合格者の発表及び通知
　　 　平成 23 年 3 月 25 日（金）財団法人 JKAにおい
て合格者を発表するとともに、登録する選手とし
て同月号の広報KEIRIN 及びホームページに掲載
する。

　6. その他
　　　資格検定に関する問い合わせ
　　　　財団法人 JKA  競輪選手指導室
　　　　登録・訓練担当
　　　　電話　03（3512）1269（直）
　　　　電話受付時間　平日（土・日・祝・12：00 ～
　　　　　　　　　　　13：00 を除く）
　　　　　　　　　　　10：00 ～ 17：00
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登録更新

　下記のとおり本財団登録自転車の登録を更新しました。
（22JKA競運第 81 号　平成 22 年 12 月 8 日）

昭和 53 年
1 月 1 日

初年度
登録日

2. 自転車の種類及び規格並びにその特徴
　　　　　競走車安全基準に適合する自転車　　　　
　　　　　（ラグ付きフレームのみ）
3. 登録有効期間
　　　　　平成23年 1月 1日から平成25年 12月 31日まで

1. 登録更新自転車

登録番号

第 178 号 シマザキ
有限会社 シマザキ
代表 嶋﨑　幸
東京都八王子市日吉町13-23

商標 製造業者の氏名・住所

シマザキ

̶ヘッドマーク̶

仕様の追加
　下記のとおり仕様を追加しました。

（22JKA競運第 83 号　平成 22 年 12 月 17 日）

1. 登録番号及び商標
 第 169 号　レバン
2. 製造業者住所氏名
 大阪府河内長野市滝畑 245-11
 レバンサイクルズ
 代表　東川　正博
3. 登録有効期間
 平成 21 年 7 月 1 日から平成 24 年 6 月 30 日まで
4. 追加事項
 ①前ホークつめ　オリジナル 2（9mm）
 ②後つめ　オリジナル 2（8mm及び 10mm）
5. 追加日
 平成 22 年 12 月 16 日
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あっせん
平成 22年 12 月競輪出場あっせん状況

1.　開催状況（12 月あっせん対象節数）
 G　P 1 競輪場 0 節
   （立川）
 G　Ⅰ 2 競輪場 1 節
   （小倉、立川）
 G　Ⅱ 1 競輪場 0 節
   （立川）
 G　Ⅲ 3 競輪場 3 節
   （伊東、広島、佐世保）
 F　Ⅰ 21 競輪場 23 節
   （平、前橋、宇都宮、西武園、立川、

千葉、平塚、小田原、静岡、名古屋、
大垣、松阪、奈良、和歌山、岸和田、
防府、観音寺、松山、小松島、小倉、
武雄）

 F　Ⅱ 34 競輪場 44 節 
2.　 選手あっせん依頼数（あっせん回数に算入しない部
分の依頼数を除く）

 Ｓ　級 1,683 人
 A　級１・２班 3,960 人
 A　級３班 1,863 人
 合　計 7,506 人
 ※一部開催（FⅡ 13 節）においてA級 3班戦の概定番組を 4レー
　　　ス制で実施。
3.　 級別選手１人当たり平均あっせん回数
 Ｓ　級 1.99 回
 A　級１・２班 2.33 回
 A　級３班 2.59 回

※ S級については、S級 S班の希望あっせん等により 1回あっせ
んの選手が 9名いたため 2回を下回ったが、これを除いた選手
の平均あっせん回数は 2.00 回であった。

4.　あっせん選手の交流について
　実働選手に対するあっせん依頼数の比率は、S級につい
ては四国・九州地区が高く、A級については中部・四国
地区が高かった。
　このため、あっせん回数の均等のほか、欠場時の対応等
も勘案のうえ、あっせん選手の交流を行なった。

　開催状況
　　G　Ｐ 立川 （0 節）
　　G　Ⅰ 小倉、立川 （1 節）
　　G　Ⅱ 立川 （0 節）
　　G　Ⅲ 伊東、広島、佐世保 （3 節）
　　F　Ⅰ  平、前橋、宇都宮、西武園、立川、千葉、

平塚、小田原、静岡、名古屋、大垣、松阪、
奈良、和歌山、岸和田、防府、観音寺、
松山、小松島、小倉、武雄　　　（23 節）

　　F　Ⅱ 34 競輪場 （44 節）

  合計　71 節

平成 22年 12 月開催出場あっせん概況表
平成 22 年 11 月 5 日

   Ｓ級 A級 合計
 総 人 員 842 2,545 3,387
 非 実 働 人 員 0 129 129
  実 働 人 員  842 2,416 3,258
  0 回 0 129 129
  1 回 9 3 12
  2 回 825 1,419 2,244
  3 回 8 994 1,002
 あっせん総数  1,683 5,823 7,506
 一人当たり平均 1.99 2.41 2.30 

区分 級班

  

回
数
別
人
員

あ
っ
せ
ん

平成 22年 12 月開催競輪選手需給状況表
平成 22 年 11 月 5 日

 北日本 54 99 0.55 117 189 0.62 45 83 0.54 162 272 0.60
 関　東 252 161 1.57 666 344 1.94 333 178 1.87 999 522 1.91
 南関東 315 137 2.30 657 271 2.42 297 100 2.97 954 371 2.57
 中　部 216 115 1.88 783 153 5.12 378 65 5.82 1,161 218 5.33
 近　畿 162 104 1.56 540 205 2.63 270 85 3.18 810 290 2.79
 中　国 153 55 2.78 243 152 1.60 135 53 2.55 378 205 1.84
 四　国 162 54 3.00 477 151 3.16 207 47 4.40 684 198 3.45
 九　州 369 117 3.15 477 234 2.04 198 106 1.87 675 340 1.99
 全国計 1,683 842 1.99 3,960 1,699 2.33 1,863 717 2.59 5,823 2,416 2.41

一人当たり平均
あっせん回数 1.99 回 2.33 回 2.59 回 2.41 回

S　　　　　級

依頼数 実働数
依頼数
実働数

A級１・２班

依頼数 実働数
依頼数
実働数

A級３班

依頼数 実働数
依頼数
実働数

A級合計

依頼数 実働数
依頼数
実働数

備考　本表は、地区間の選手交流計画に資するため、各地区のあっせん需要数と実働選手数の対比を示したものである。
　　　なお、あっせん回数に算入されない競輪は依頼数から除いた。

※あっせん本数に参入しない部分の依頼数を除く
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平成 23 年 1月競輪出場あっせん計画

1.　開催状況（1月あっせん対象節数）
 G　Ⅲ 5 競輪場 5 節
   （大宮、立川、松戸、向日町、和歌山）
 F　Ⅰ 21 競輪場 24 節
   （平、前橋、取手、京王閣、平塚、

小田原、伊東、静岡、名古屋、豊橋、
松阪、四日市、大津、向日町、
岸和田、防府、松山、小松島、高知、
小倉、別府）

 F　Ⅱ 31 競輪場 44 節  

2.　 選手あっせん依頼数（あっせん回数に算入しない部
分の依頼数を除く）

 Ｓ　級 1,791 人
 A　級１・２班 4,068 人
 A　級３班 1,980 人
 合　計 7,839 人

3.　 級別選手１人当たり平均あっせん回数
 Ｓ　級 2.16 回
 A　級１・２班 2.37 回
 A　級３班 2.45 回

4.　あっせん選手の交流について
　実働選手に対するあっせん依頼数の比率は、S級に
ついては近畿・四国地区が高く、A級については中部・
四国地区が高い。
　このため、あっせん回数の均等のほか、欠場時の対
応等も勘案のうえ、あっせん選手の交流を行う。

平成 23年 1月開催競輪選手需給計画表
平成 22 年 11 月 5 日

備考　本表は、地区間の選手交流計画に資するため、各地区のあっせん需要数と実働選手数の対比を示したものである。
　　　なお、あっせん回数に算入されない競輪は依頼数から除いた。

 北日本 54 97 0.56 117 190 0.62 45 101 0.45 162 291 0.56
 関　東 414 160 2.59 657 355 1.85 315 183 1.72 972 538 1.81
 南関東 315 132 2.39 657 267 2.46 315 112 2.81 972 379 2.56
 中　部 270 121 2.23 774 147 5.27 360 76 4.74 1,134 223 5.09
 近　畿 360 93 3.87 414 211 1.96 180 103 1.75 594 314 1.89
 中　国 54 58 0.93 306 152 2.01 180 57 3.16 486 209 2.33
 四　国 162 56 2.89 477 143 3.34 225 60 3.75 702 203 3.46
 九　州 162 110 1.47 666 248 2.69 360 113 3.19 1,026 361 2.84
 全国計 1,791 827 2.16 4,068 1,713 2.37 1,980 805 2.45 6,048 2,518 2.40

一人当たり平均
あっせん回数 2.16 回 2.37 回 2.45 回 2.40 回

S　　　　　級

依頼数 実働数
依頼数
実働数

A級１・２班

依頼数 実働数
依頼数
実働数

A級３班

依頼数 実働数
依頼数
実働数

A級合計

依頼数 実働数
依頼数
実働数

登録・認定数等
平成 22 年 12 月 1 日

項　目

登録選手数

先頭誘導
選 手 数   2,424 名

  3,383 名

現在数 摘　　　要

 S　級 A級
 842 名 2,541 名

 SS　　18 A １ 859
 S １　271 A ２ 854
 S ２　553 A ３ 828 

審 判 員 数

検 車 員 数

  780 名

 831 名



（12） 平成 22 年 12 月 31 日（金） 広 報 K E I R I N 競輪第 33 号

車 券 売 上 状 況
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